
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業予定者の指定に係る公募

における提出書類作成要領 

 

公募の申込みに係る資料の作成については、この要領を参考にすること。 

なお、様式は、必須事項が整っていれば、レイアウトが同じである必要はあ

りません。また、様式の枠に納まらない場合は、それぞれタイトルを付した別

紙を作成していただいてかまいません。 

 

◎様式第１号 参加希望申立書 

 法人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び日付を記入し、代表者印を

押すこと。 

 

◎様式第２号 質問書 

（１）法人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び日付を記入し、質疑

事項を簡潔に記載したものを、公告３に記載のある福祉保健部長寿社会

課へファクシミリにより送付すること。代表者印の押印は要しない。 

  ※なお、質問がない場合は、提出することを要しない。 

（２）質問書の提出期限は、平成２４年４月３日午後５時までとする。 

（３）回答は、質問のあった事業者に対して行うが、共通認識が必要と米子市

が判断した場合は、すべての事業者に対し、その質問と回答の内容を周知

することとする。 

 

◎様式第３号 事業計画書 

  １ 基本情報 法人名及び担当者情報を記入すること。 

  ２ 事業概要 

（１）一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業（以下「一体型」とい

う。）、連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業（以下「連携型」

という。）の該当区分いずれかに○をすること。 

（２）基本理念 

本事業に対する基本理念について論じること。 

（３）事業実施拠点となる事業所及び実施地域（予定）は、実施を予定して



いる事業所等の所在地及び名称を記載するとともに、実施地域（予定）

や規模を含めたイメージ図を「別添図面」として作成すること。 

また、連携型の場合は、複数の訪問看護事業所との連携が想定されま

すが、代表的な予定事業所を一つ以上挙げて「別添図面」に関連付けて

記載すること。 

（４）提供サービスについて 

提供サービス一覧 

① 定期巡回サービス 

② 随時対応サービス 

③ 随時訪問サービス 

④ 訪問看護サービス 

（ア）一体型の場合 

本事業の柱である上記４つのサービス実施についての具体的な取

り組み（予定）をそれぞれのサービスごとに個別に論じること。 

（イ）連携型の場合 

    本事業の柱である上記３つ（①②③）のサービス実施についての具

体的な取り組み（予定）をそれぞれのサービスごとに個別に論じると

ともに、連携訪問看護事業所との関連性について論じること。 

※標記具体的とあるのは、アセスメント手法や③随時訪問サービスに

おける日常生活上の世話の内容などのほか、例えば合鍵を預かる場合

の管理体制等や痰の吸引に関する体制などを指す。 

（５）利用者との通信機器等について 

基本的に備えることとなっている下記３つに関して予定している内

容をそれぞれ示すこと。 

①利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器 

②随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器 

③利用者が適切にオペレーターに通報できる端末機器 

（６）対象利用者について 

中重度者の在宅生活を可能にする上で重要な役割を担うために創設

された本サービス形態を米子市においてどのように実施していくのか

を主眼に論じること。 

また、本事業の対象者は、高齢者専用住宅等の入居者に限定すること

なく、その近隣の地域に居住する者を含むように考慮すること。 

（７）医療との連携について 

一体型、連携型に関わらず、主治の医師との密接な連携のとり方につ

いて論じること。 



（８）地域との連携について 

「介護・医療連携推進会議」の位置付けと地域との連携について論じ

ること。 

（９）事業計画について 

   開設後２年間までの利用者数や人員配置など実施規模の見込みにつ

いて、例えば１年ごとの計画として作成すること。 

（10）個人情報保護及び情報開示への取り組み 

   整備済みの要綱等を用いて説明すること。 

（11）非常災害への対策と緊急時の対応方針 

整備済みの要綱等を用いて説明すること。 

（12）苦情処理体制について 

整備済みの要綱等を用いて説明すること。 

（13）職員研修実施方針について 

整備済みの要綱等を用いて説明すること。 

 

◎様式第４号 勤務形態一覧表 

（１）本事業の（人員基準）を満たした勤務形態一覧表を作成し、資格を証

明するものの写し及び組織体系図を添付すること。 

（２）連携型の場合は、複数の訪問看護事業所との連携が想定されますが、

代表的な予定事業所を一つ以上挙げて組織体系図に加えること。 

 

◎その他 

（ア）別添図面とは、前項◎様式第３号事業計画書２事業概要（２）の説明

にある「別添図面」を指す。 

（イ）整備済要綱等とは、法人の指針等で作成しているものを指す。 

 

 

 


